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問い合わせ  鴻巣市役所 ０４８－５４１－１３２１（代表） 

健康福祉部介護保険課 （内線）２６８３        

市制施行７０周年記念 認知症予防啓発講演会 

「きこえと認知症について」～難聴対策から始める認知症予防～ を開催 

 

「認知症予防」をテーマとして、認知症に関する正しい知識を学び、早期対応につなげてその進行

を緩やかにし、住み慣れた地域での生活が長く継続できるよう、認知症予防啓発講演会を開催しま

す。 

 講師：木場
こ ば

 由紀子
ゆ き こ

 氏 （言語聴覚士） 

 日時：令和７年２月７日（金）午後２時００分～午後３時３０分（開場：午後１時３０分） 

 会場：クレアこうのす小ホール 

 対象：市内在住の６５歳以上の方（付添人は対象外であっても１人まで可） 

    ※住所のわかる身分証明書の持参が必要です。 

 定員：２５０人程度（申込不要・先着順）手話通訳あり 

費用:申込不要・無料 手話通訳あり 

 

 

 

 

－難聴者補聴器購入助成事業－ 

鴻巣市では、聴力の低下により日常生活に支障をきたして

いる方に対し、家族や地域社会とのコミュニケーションを確

保し、閉じこもり、うつ病、認知症、フレイル等の予防を図る

ことを目的に、補聴器の購入費用を助成します。以下の（１）

～（４）すべてに該当する方を対象に、４０，０００円を上限に

１回まで助成します。 

（１）本市に住所を有する６５歳以上の方 （２）両耳４０デシ

ベル以上かつ身体障害者手帳の交付対象とならない方 

（３）身体障害者福祉法第１５条第１項に規定する医師が補

聴器を装用する必要があると認めた方 （４）市税の滞納が

ない方 

※１８歳以上６４歳以下の方についても、障害福祉課（内線

２６１７）にて同様の助成制度があります。 


